
 

船舶事故調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年９月２４日 １４時５５分ごろ 

発生場所 長野県諏訪市諏訪湖東岸 

 諏訪市七ツ釜三角点から真方位１８６°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°０３.０′ 東経１３８°０６.７′） 

事故の概要 旅客船スワコ スターマイン号は、着桟作業中、係留中の旅客船す

わん及び桟橋に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年９月２８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客船 すわん、９９.５１トン 

   １２００３３、アルピコホテルズ株式会社（Ａ社） 

Ｂ 旅客船 スワコ スターマイン号、１９トン 

２２０－２５３１５長野、Ａ社 

ディーゼル機関（２基）、船内外機、４サイクル、出力１４７kＷ

（／基）、回転数毎分４,０００、５気筒、ボア８１mm、使用燃

料軽油、平成３０年１２月機関製造、令和元年１１月進水 

 乗組員等に関する情報 Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特定 

Ａ社担当者、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 上部構造物の船尾部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷、暴露甲板の右舷手摺下柵欄部に曲損等 

桟橋 擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 平均風速約１０m/s、最大瞬間

風速約１３m/s（諏訪特別地域気象観測所の観測値）、視界 良

好 

水象：波高 約１ｍ 

事故の経過 Ａ船は、諏訪湖東岸の諏訪湖遊覧船のりばの南北方向に並んだ東か

ら西方に延びる３本の桟橋のうち南側の桟橋の南側に船首を東方に向

けて入船左舷着けで無人で係留中、Ｂ船が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、旅客１３１人を乗せ、諏訪湖を

遊覧する目的で、Ａ船が係留されていた桟橋の北側の桟橋（以下「本

件桟橋」という。）の南側から出航した。 

Ｂ船は、諏訪湖を反時計回りに航行し、諏訪湖西岸の釜口水門沖を

南進した際、船長Ｂが主機の異常な振動を感じて、主機を一旦停止し

たのち、再度始動しようとしたが右舷主機が始動できなかった。 

船長Ｂは、右舷主機が運転できないことをＡ社担当者に伝え、徐々



 

に西風が強く、波が高くなってきたものの、運航に支障はないと判断

して、左舷主機のみで続航することとした。 

船長Ｂは、本件桟橋の西南西約３００ｍに位置する初島の北方を通

過して、船首を東方に向けて本件桟橋に接近したが、船尾方からの強

い風により、船首が北東方を向いた状態で東方に圧流されて本件桟橋

の西端に衝突した。 

Ｂ船は、初島北方に移動して、船長Ｂが、再度船首を東方に向けて

本件岸壁に接近し、着桟を試みたが、船尾方からの強い風により、船

首が北方を向いた状態で東方に圧流され、右舷船首部が本件桟橋の西

端に、暴露甲板の右舷手摺下柵欄部がＡ船の上部構造物の船尾部に衝

突した。 

Ａ社担当者は、本件桟橋からＢ船に乗り込み、船長Ｂと操船を交替

した。 

Ｂ船は、再度初島北方に移動して、船首を東方に向けて本件桟橋に

接近し、本件桟橋の南側に接触したのち着桟した。 

Ａ社は、運航管理規程の運航基準において、運航の可否判断を次の

とおり定めていた。 

（運航の可否判断） 

第２条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気

象・海象が次に掲げる条件の一つに達していると判断したときは、

発航を中止しなければならない。 

 風速 波高 視程 水位 氷厚 

上諏訪港 12m/s 以上 0.5m 以上 300m 以下 1.5m 以下 1cm 以上 

 Ａ社には風向風速計がなく、船長Ｂは、出航時、風速が約５m/s、

波高が約０.５ｍと観測した。また、諏訪特別地域気象観測所の観測

値は、平均風速が約１０m/s、最大瞬間風速が約１３m/s であった。 

船長Ｂは、本事故時と同程度の気象及び水象の状況下、両舷主機を

運転した状態で本件桟橋に着桟した経験があった。 

船長Ｂ及びＡ社担当者は、Ｂ船を片舷主機で操船したことはなく、

また、片舷主機での操船訓練を行ったこともなかった。 

機関整備業者は、本事故後に調査して、両舷アウトドライブのギア

ボックス内に浸水、ドライブオイルの乳化等を認め、プロペラ等に外

力が加わり、プロペラ軸シールが破損し、右舷アウトドライブのギア

ボックス内に侵入した湖水によりドライブオイルが乳化してクラッチ

が正常に作動しなくなり、右舷主機を始動しても異常な振動を生じて

停止し、再起動できなかったと思った。 

Ａ社担当者は、本事故発生前に初島付近の水中の障害物に接触した

可能性があると思った。 

船長Ｂは、令和４年７月中旬にＡ社に入社し、Ｂ船の船長を務めて

いた。 



 

Ａ社担当者は、平成３年から遊覧船を操船しており、Ｂ船が就航後

は、不定期にＢ船の船長を務めていた。  

分析 Ｂ船は、右舷主機が始動できなくなった状態で、西風が強く、波が

高い状況下、船長Ｂが左舷主機のみで着桟できると思い着桟操船を続

けたことから、西方の強い風を船尾方から受けて、船首が北方を向い

た状態で東方に圧流され、Ａ船及び本件桟橋に衝突したものと考えら

れる。 

右舷主機は、プロペラが水中の障害物と接触する等してプロペラ軸

のシールが破損し、アウトドライブのギアボックス内に侵入した湖水

によりドライブオイルが乳化してクラッチが正常に作動しなくなった

ことから、右舷主機を始動しても異常な振動を生じて停止し、再起動

ができなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ｂ船が、右舷主機が始動できなくなった状態で、西風が

強く、波が高い状況下、船長Ｂが左舷主機のみで着桟できると思い着

桟操船を続けたため、西方の強い風を船尾方から受けて、船首が北方

を向いた状態で東方に圧流され、Ａ船及び本件桟橋に衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、主機等に不具合が生じた場合、無理に着桟等することな

く、他船の支援を受けたり、着桟が容易な桟橋を利用したりする

等の安全に着桟できる措置を採ること。 

・二つ以上の推進器を有する旅客船の旅客船航路事業者及び船長

は、一つの推進器が運転できない状態での操船訓練を行うことが

望ましい。 

・旅客船航路事業者は、風の状況を正確に把握するため、風向風速

計の設置が義務化されていない船舶であっても船舶又は離着桟す

る桟橋付近等に風向風速計を設置すること。 

 

 

 


